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2019年度      2019年 11月 17日 

札幌聴覚障害者協会手話通訳者研修会 

司法場面における 

手話通訳研修 2日目 

 

2019年度 司法研修会                  

◆11月 17日（日）         ※研修対象者 手話通訳者・手話通訳士 

9：00～    受付 

9：30～11：00 第 1部 成年後見制度について 

9：30～10:30 「成年後見人制度について～ろう者の成年後見人を担当して～」 

講師 高齢者障害者支援委員会 委員 直山敬弘氏（弁護士） 

10:30～11:00  質疑応答 

 11：00～12：15 第 2部 黙秘権について 

 12：15～13：00 昼 食 

13：00～14：00 第 3部 証人尋問について 

14：00～15：00 札幌の派遣事業（司法分野）の報告 … 情報交換 

 裁判員裁判 裁判員（ろう者）の通訳保障 

➡公判・評議（評議室の様子含む） 

 15：00     閉会 
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2019年 11月 17日司法研修会資料（二日目） 公益社団法人札幌聴覚障害者協会 

                         コミュニケーション支援課 渋谷 

裁 判 員 制 度 の 手 話 通 訳 保 障 

 

■裁判員制度（2009年 5月開始）に関する札幌の取り組み   

1．裁判員制度に向けての取り組み 

（1）地方裁判所（法廷）にて模擬裁判を実施 … 手話サークルと共同 録画収録 

                       事前打合せには業務として出席 

 （2）裁判所企画  … 制度の啓発ＤＶＤ配布 

             裁判員セミナー 他 

             市民対象 裁判員学習会にろうあ者相談員と共に出席 

（通訳保障兼務） 

 （3）札幌弁護士会企画 … 市民対象 市民集会等学習会へ手話通訳派遣あり 

2．札幌聴覚障害者協会手話通訳者現任研修会（司法研修）は、年 1回開催 

  “聴覚障がい者社会生活教室 ～裁判員裁判について～”開催 

→地方裁判所裁判員調査官と事前打合せ  

3．その他  

（1）全日ろうあ連盟 

 ①裁判員制度に関する要望書を法務省と最高裁判所へ提出（2008 年 10 月 16 日） 

②聴覚の障害のある国民が裁判員裁判へ充分に参加できるために～ガイドライン  

～最高裁判所へ申し出文書（2009年 3月 31日）  

（2）全国手話研修センターの手話研究所より“裁判員制度に係る法廷用語の標準手

話の研究”の取り組み要請があり、法廷手話通訳経験ある専従手話通訳者（2名）

が、全国手話通訳問題研究会北海道支部札幌班の立場で、手話造語等の協力を担

当 

  →全国 3ヶ所（北海道班・関東班・関西班） 10月～12月 会議 3回程度 

   →3班の研究内容を受けて、本委員会で標準手話を確定し、新しい手話動画サイ

トにて公表 

 （3）参考  

①法廷用語の日常語化に関する PT最終報告書  日本弁護士会 

裁判員制度実施本部法廷用語の日常語化に関するプロジェクトチーム 

②全国聴覚障害者情報提供施設（36 ヶ所）に裁判員裁判の派遣事業の実態を問い

合わせ集約 

 

■札幌地方裁判所  裁判員裁判の通訳保障 （対応 札幌聴覚障害者協会） 

 1．2012年  補充員  11日間→5日間   通訳士 31名 → 延べ 14名 

              通訳総予定時間数 172時間 30分 

         ※ろう者へ裁判所の通知があり、通訳申請となる 

（1）罪名 覚せい剤取締法違反   
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   公判前整理手続き … 事前に内容や通訳位置等確認をする。説明時はＰＰ使用

あり、ろう者の席も通訳士が見やすい位置に配慮する。 

 審理 7日間 

 評議 4日間（判決含む）   

（2）確認事項  

①全国聴覚障害者情報提供施設（36ヶ所）に対して、裁判員裁判における手話通訳

士派遣実態について問い合わせし集約した結果を、裁判所に提出して事前の話し

合い。 

②仕様書（裁判員等に対する手話通訳委託事業） 

③群馬県前橋市にて裁判員裁判の裁判員にろう者が選任（2012年 1月 30日～2月

3日）されたことを、新聞掲載にて知る。 

④裁判員裁判の通訳保障・契約等について、弁護士と相談する 

 

 2．2019年  補充員→当日、裁判員選任 5日間  通訳士 延べ 13名 

         ※裁判所より通訳申請に伴う相談あり、ろう者にコミュニケーショ

ン手段を確認してもらい、要約筆記ではなく手話通訳の希望あり 

 （1）罪名 殺人未遂   

   公判前整理手続き … 事前に内容や通訳位置等確認をする。説明時はＰＰ使用

あり、ろう者の席も通訳士が見やすい位置に配慮する。 

 審理 2日間 

 評議 2日間（判決含む） …評議については板書活用（ホワイトボード） 

               PC活用してモニター映像を活用する  

 （2）確認事項  

①事前の打ち合わせは、2007年度の契約を参考に行う。 

②仕様書（裁判員等に対する手話通訳委託事業） 

 

 3．手話通訳保障  

 （1）翻訳 

①正確・中立・公正に通訳するが、裁判官と裁判員の発言については注意が必要で 

ある。法律用語の解釈が重要である。 

②法廷内での裁判官や裁判員の発言は、早口、聞こえにくい時もあり、不明な時に

は確認するが、ろう者が被告人や証人の時と審理は違い、止めにくい。また、被

告人や証人尋問の時が聞きにくく、わかりにくいことがあっても止めにくい。 

→裁判官が発言を整理する時は良いが、休憩中に通訳しにくいこと、伝えきれな

い時は伝えて、内容は休憩中に確認をする。 

③発言時はマイクを使用して被告人にも聞きやすく配慮あり、裁判員（ろう者）発

言の時には、通訳士のマイクを使用する。机上のマイクとは別に首からマイクを

下げるように指示される。 

④公判や評議に係る資料については、当日配布が多いが事前に入手できるように要

請して通訳士は内容を把握するように努める。 
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 （2）通訳位置 

①補充員の場合は通訳士の位置は近く、ＰＣや証拠は一緒に確認することができる。 

  ②裁判員の場合は法廷内にて通訳士は対面して座る。（被告人の視野に入らないよ

うに配慮）。 

③公判の証拠調べ等については、左右の映像もあるが見にくい時もある。裁判員は

各自 PCにて確認するが、通訳士用のＰＣはなく、また、裁判員が配布資料や PC

を見る時に通訳を見落とすことのないように配慮が必要である。 

→難しい時には、その都度裁判官に伝え対応する。 

 （3）通訳配置と交代のタイミング 

  ①公判（審理）及び評議については、基本的に 2名配置として午前、午後と交代し 

柱として、一日 1名は配置する。但し、昼休みは完全に離れて休憩をする。 

   →公判や評議に期間を確認し、通訳配置人数を裁判所と事前に確認して契約を済 

ませる。 

   ②待機の時には、通訳士の誤訳チエック、裁判員の様子を注意して、必要時はメモ 

をしてペアに伝えることもある。傍聴席に近いので資料の取り扱いは注意である。 

（4）評議室 

①評議室は暗証番号（2ヶ所）にて入室する。裁判員と補充員の席は法廷と同様に 

決めるが、ろう者の見えやすい位置（座る・立つ）を進行によって変更する。ま 

た PP（映像）や板書（ホワイトボード 3枚）等、裁判官の判断で利用された。 

  ②裁判官が裁判員の意見を聞いて集約していく。ボードは最終日まで室内にあり、

裁判員は証拠や資料と同様に活用することができる。視覚的な配慮がある。 

 →ボード 1  事件当日に至る経過を時間軸・事実に基づいて確認をする 

  ボード 2  事件の争点について整理する 

  ボード 3  評決及びボード 1 2 以外の確認時に利用する 

  ③公判は休憩をしながら進行し、審理内容を随時確認するので裁判員個々の不安や 

疑問に答えることが可能である。 

   →特に法律用語や判決についての評議では、インターネット検索する発言に対し 

て裁判官より正確な情報とは言えないと注意の促しがあった。 

  ④評議室は休憩中も情報保障として通訳士の配置はしているが、利用については、 

ろう者の選択である。待機で終わる時もある。逆に、自然な会話の中で必要時 

に配慮して通訳するが、果たしてこれで良いのかと思うこともあった。 

（5）その他の留意点 

  ①裁判官は氏名を明らかにしているが、裁判員と補充員は番号で進み、個々のプラ 

イバシー保護や守秘義務に努める。 

 

■評議室 …評議の板書活用について 

1．手話通訳現場 … 対人援助技術の視点 

   手話通訳者（士）は、対象となるろう者の時代背景や環境を考慮し、狭義の手話

通訳技術にとどまらず、ろう者の理解力・言語力・コミュニケーション能力等を受

容して、対人援助支援する手話通訳実践技術（専門職）が求められる。 
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対人援助技術は、手話通訳者養成課程においては、「身体障害者福祉概論」「ソー

シャルワーカー概論」がカリキュラムに組み込まれてはいるが、社会福祉士養成課

程と同等の社会福祉援助技術論を体系的に十分に学べているとは言えない状態で

ある。 

   手話通訳行為にあたり、“ろう者像”を理解し把握した上で、ろう者に合った通

訳行為をするのですが、個々の状況は違い注意を要する。“ろう者像”は机上で学

べることでもなく、通訳現場での実践の積み上げと通訳集団検証する中で、徐々に

専門職として習得することになる。 

 

 2．ろう者（人物像）の把握には“アセスメント力”が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

アセスメントには、ろう者を取り巻く環境も、ろう者の理解力等に影響している点で、社

会資源の活用等を把握するため、エコマップの作成も有用性がある。エコマップには、人間

関係を落とし込むだけでなく、ろう者の支援者と関係性、社会資源の活用や繋がりがあるの

か、それによりろう者がどのように理解しているのかを把握することも重要である。ろう者

にわかりやすい通訳に繋がることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


